
調布市告示第２１６号  

 

 

 調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例（平成１６年調布市条

例第１８号）第３３条第１項の規定により、大規模開発事業者から見解書の

提出があったので、同条第２項の規定により次のとおり告示し、当該見解書

の写し及び見解書に係る意見書の写しを令和８年６月１８日から２週間調布

市都市整備部まちづくり推進課において一般の縦覧に供する。  

 

 

  令和  ８  年  ６  月１８日  

 

 

                   調布市長  長  友  貴  樹  

 

 

１  大規模開発事業者  

(1) 名称  株式会社角川大映スタジオ  

 (2) 所在地  調布市多摩川６丁目１番地１  

(3) 代表者の氏名  菊  池   剛  

２  大規模開発事業に係る区域の土地  

(1) 地名及び地番  調布市小島町３丁目８５番１から同番９まで、８６番  

１から同番３まで、８７番８並びに８８番３及び同番４  

(2) 面積  約１万３０６．１５平方メートル  

３  主な土地利用目的  映画スタジオの新築  


